
政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 17 条第１項の規定による政治団体の解散の届出について、民進党岐阜県第３総支部から取下げの願いがあったので、

同条第３項の規定により、解散届に係る公表（平成３０年６月分（同年７月１２日公表））の一部を次のとおり訂正する。 

 

平成３１年１月１１日 

岐阜県選挙管理委員会 委員長  大 松 利 幸 

 

次の表により、訂正前欄のうち傍線を付した部分で訂正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 

訂   正   後 訂   正   前 

  

 政 治 団

体 の 名

称 

代 者 者 の

氏名 

会 計 責 任

者の氏名 

主 た る 事

務 所 の 所

在地 

解散年月日 政党又

は政党

の支部

の場合

その旨

の表示 

当該政

党の支

部を支

部とす

る政党

の名称 

一以上

の市町

村の区

域等を

単位と

して設

けられ

る支部

の表示 

  政 治 団

体 の 名

称 

代 者者 の

氏名 

会 計 責任

者の氏名 

主 たる 事

務 所の 所

在地 

解 散年 月

日 

政党又

は政党

の支部

の場合

その旨

の表示 

当該政

党の支

部を支

部とす

る政党

の名称 

一以上

の市町

村の区

域等を

単位と

して設

けられ

る支部

の表示 

 

 ［項を削る。］         民 進 党

岐 阜 県

第 ３ 総

支部 

阪口直人 水野岳男 各 務原 市

蘇 原中 央

町 3-164 

H29.12.31 政党の

支部 

民進党 一以上

市町村

区域等 

 

 ［略］          ［同左］        

                    

備考 表中の［］の記載は注記である。 

 


